
令和３年第１回定例会（６月議会）

予算及び付託議案審査関係資料

令和３年６月２１日

企 画 振 興 部

【予算関係】

・・・総 合 政 策 課 新秋田元気創造プラン策定事業について（新規） １

・・・ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ政策推進課 情報セキュリティクラウド事業について（新規） ４

・・・モバイルワーク環境整備事業について ６

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）戦略

・・・推進事業について（新規） ７

・・国 際 課 南米秋田県人会担い手育成事業について（新規） １０

【議案関係】

市 町 村 課 「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を

・・改正する条例案」について（議案第１４２号） １１



新秋田元気創造プラン策定事業について（新規）

総合政策課

１ 目的

「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」の推進期間が本年度で終了することに伴い、

人口減少問題の克服に向けた取組をはじめ、新型コロナウイルス感染症の拡大やカー

ボンニュートラルへの対応など社会経済情勢の変化を見据えた取組を盛り込んだ、新

たな県政運営の指針となる「～大変革の時代～ 新秋田元気創造プラン」（以下「新

プラン」という。）を策定する。

２ 内容

（１）総合政策審議会運営費

新プランに掲げる施策の方向性等について調査審議を行う総合政策審議会、企画

部会及び専門部会をそれぞれ３回程度開催する。

① 審 議 会 全委員で構成（計２９人）

② 企画部会 審議会長及び各専門部会長（６部会）で構成（計７人）

③ 専門部会 審議会委員及び専門委員で構成（７人×６部会＝計４２人）

（２）県民参画促進事業

① 県人会等との意見交換会

本県ゆかりの県外在住者の意見を新プランに反映させるため、県人会等との意

見交換会を開催する（東京・大阪各１回）。

② 知事と県外有識者等の意見交換会

県外で活躍する有識者等の視点に基づく有益な意見を把握し、新プラン策定の

参考にするとともに、その内容を地元紙に掲載し、新プラン策定への県民の参画

を促進する。

（３）新プランＰＲ事業

新プランの普及啓発用冊子及びリーフレットを作成するとともに、県民向け説明

会を開催し、幅広く周知する。
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３ 予算額

６，９９２千円（ ６，９９２千円）

（１）総合政策審議会運営費 １，８８３千円

報酬 ９３０千円

旅費、使用料及び賃借料等 ９５３千円

（２）県民参画促進事業 ３，５３５千円

旅費等 ２９０千円

委託料 ３，２４５千円

※委託料内訳

・県外有識者等の招聘経費 １，６００千円

・新聞広告 １，３５０千円

・消費税 ２９５千円

（３）新プランＰＲ事業 １，５７４千円

報償費、需用費等 １，５７４千円

４ 策定スケジュール（案）

令和３年６月 ６月議会に方向性を説明

７月 知事と県民の意見交換会

７月～１月 総合政策審議会・企画部会・専門部会

９月頃 知事と県外有識者等の意見交換会

９月 ９月議会に骨子案を説明

10月 県人会等との意見交換会

12月 １２月議会に素案を説明

12月～１月 パブリックコメント

令和４年２月 ２月議会に案を説明

３月 策定・公表
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【策定に当たっての基本的な視点】
・本県の優位性を生かした施策の推進
・社会経済情勢の急激な変化に対応したシステムの構築
・デジタル技術の活用による産業競争力強化と人材誘致
・ＳＤＧｓの理念を踏まえた寛容性に満ちた社会づくり など

【時代の潮流】
・コロナ禍による人・モノの流れの停滞、格差の拡大
・あらゆる産業や社会生活におけるデジタル化の加速
・世界的なカーボンニュートラルへのシフト
・都市集中型社会から地方分散型社会への転換 など

総 合 政 策 課

【本県の課題と優位性】
・全国のすう勢を上回る人口減少と少子高齢化
・県内総生産の伸び悩みと低位にある所得水準
・コロナ禍を契機とした差別的な言動の発生
・食料供給や再生可能エネルギー、森林資源の優位性  など

【推進期間】
令和４年度～７年度

     
｢高質な田舎｣につながる「概ね１０年後の姿」

子育ての希望がかなう社会

外貨を稼ぐ成長産業の集積

利便性の高い地域交通国内外との交流拡大

誰にも身近なデジタル社会 個性を重視した教育環境

「絆」で支え合う地域社会

充実した医療提供体制

安全・安心な生活環境最先端技術の活用拡大

健康寿命日本一 県産品のブランド化

・
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戦略４：未来創造・地域社会

・新しい人の流れの創出
・結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現
・多様性に満ちた社会の実現
・女性や若者の活躍            など

戦略１：産業・雇用

・成長分野の発展
・中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化
・海外市場への販路拡大と企業投資の増進
・働きやすい職場環境の整備        など    

戦略２：農林水産業

・農業の食料供給力の強化
・林業・木材産業の成長産業化
・持続的に発展する水産業の確立
・多様な人材が活躍する農山漁村の実現   など

戦略３：観光・交流

戦略６：教育・人づくり

・持続可能な稼げる観光地域の実現
・食品産業の販売力強化
・交流拡大や地域社会を支える交通ネットワークの構築
・文化芸術やスポーツを通じた地域の活性化 など

・「健康寿命日本一」に向けた取組の推進
・充実した地域医療提供体制の構築
・高齢者や障害者の暮らしを支える体制の強化
・誰もが安全・安心を実感できる地域共生社会の実現   など

・秋田を支える高い志を育む教育の実現
・確かな学力の定着と向上
・グローバル人材の活躍
・生涯を通じた学びの機会の充実       など

 

重　
点　
戦　
略

戦略５：健康・医療・福祉

・
施
策
・
事
業
の
選
択
と
集
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に
よ
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重
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取
組
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野
の
明
確
化

・
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に
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果
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第
２
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賃金水準の向上選 択・集 中
プロジェクト カーボンニュートラルへの挑戦 デジタル化の推進

最重要課題である人口減少問題の克服に向けて

元気を創造する具体的な施策群

基本政策 防災減災・交通基盤 自然環境（水質保全対策など）生活環境（交通安全・生活衛生など）

概ね１０年後の姿の実現に向けて「４年間で創造する元気」

『持続可能性（サステナビリティ）』
将来にわたり安心に暮らせる秋田

『多様性（ダイバーシティ）』
誰もが生き生きと活躍できる秋田

『存在感（プレゼンス）』
日本の成長に貢献する秋田

『強靱化（レジリエンス）』
しなやかな強さがある秋田
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情報セキュリティクラウド事業について（新規）

デジタル政策推進課

１ 目的

自治体の情報セキュリティ対策を強化するため、県及び市町村が共同利用している

情報セキュリティクラウドを更新する。

２ 内容

国による情報セキュリティ対策の強化・広域化・標準化の方針に対応するとともにコ

ストの抑制を図るため、東北６県及び新潟県（２６５団体）で次期情報セキュリティク

ラウドを共同調達する。

（１）整備機器

・ファイアウォール

・マルウェア・スパム対策機器

・振る舞い検知機器 等

（２）運用期間（予定）

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間）

３ 共同調達による情報セキュリティクラウド導入のメリット

・セキュリティレベルの向上（サイバー攻撃への対応強化、インシデントの早期発見等）

・コストの縮減（単独の場合と比較して５年間で１．６億円程度圧縮）

４ 予算額

２４５，３００千円（ ４８，１５０千円、 １９７，１５０千円）

：デジタル基盤改革支援補助金

委託料 ２４５，３００千円

※委託料内訳

・機器費 １２７，０００千円

・構築費 ７２，０００千円

・管理費 ３，０００千円

・移行費 ２１，０００千円

・消費税 ２２，３００千円
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モバイルワーク環境整備事業について

デジタル政策推進課

１ 目的

職員のテレワークの実証試験やＷＥＢ会議に使用するため、システム及び端末等を

整備する。

２ 内容

（１）テレワーク実証の拡大

職員が自宅等から安全に庁内ネットワークへ接続できるテレワークシステムを整

備し、テレワーク実証を拡大する。（１００ライセンス）

（２）ＷＥＢ会議用端末等の整備

ＷＥＢ会議やパソコンを所有していない職員のテレワークに用いる端末を各所属

１台ずつ購入するとともに、多数が参加するＷＥＢ会議に対応するため、大型モニ

ターを購入する。（端末：１３２台、モニター：１８台）

３ 予算額

５１，２７４千円（ ５１，２７４千円）

委託料 ４８，３０５千円

使用料及び賃借料 ２，９６９千円

※委託料内訳

・テレワークシステム導入・運用保守 ８，３３７千円

・端末購入・設定作業 ３９，９６８千円

（参考）テレワーク実証の進め方

○今年度は１５０ライセンス（既存分：５０、今回分：１００）を使用して、

４００人程度が実証に参加する予定

○利用者アンケートをもとに効果や課題を検証し、来年度の方向性を検討

（本年１０月を目途）

○職員の自宅にあるパソコンの活用を基本とするが、自宅にパソコンのない

職員に対しては公用端末を貸与

・セキュリティに配慮したテレワークシステムを使用
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デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）戦略

推進事業について（新規）

デジタル政策推進課

１ 目的

デジタル化による地域課題の解決や県内産業の振興を図るため、県内のデジタル・ト

ランスフォーメーション（ＤＸ）の実現を目指す。

２ 内容

（１）ＤＸ推進アドバイザー活用事業

デジタル化・ＤＸの推進を図るため、先進技術の情報や専門知識等を有する外部人

材から助言を得る。

・ＤＸ推進アドバイザーの活用（募集４名）

ゼネラリスト１名、プロフェッショナル３名（行政事務、製造業、観光等）

・秋田県ＤＸ推進計画（仮称）の策定

委員会方式による検討等（委員６名：県内大学、企業）

（２）高齢者向け「デジタル生活」わくわく体験事業

高齢者のデジタル活用を推進するため、スマートフォン等を手に取り操作できる体

験会を開催するとともに、地域において操作講習ができる「デジタル活用サポーター」

人材を育成する。

① 操作体験会 ２５市町村で計１５０回、１,５００名受講

② 「デジタル活用サポーター」人材育成研修 県内３か所で計９回、９０名育成

講師は携帯電話事業者等へ依頼

高齢者に分かりやすく

教える講習を携帯電話

事業者等へ依頼

各地域のＮＰＯ法人、

社会福祉協議会、地域

おこし協力隊等が受講

家族とＷＥＢでの会話や、いつでも

どこでも電子申請が可能に

①操作体験会

②「デジタル活用サポーター」人材育成研修

高齢者同士や若者等を交え、

地域ぐるみで操作体験会を

自主的に展開
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（３）秋田ＩＣＴフェア開催事業

ＩＣＴやＩｏＴ等の先進技術に関する展示、セミナーなどを実施し、県民の理解促

進を図るとともに、県内企業のマッチングの場を提供する。

・開催予定日 １１月２８日（日）～２９日（月）

・会 場 秋田拠点センターアルヴェ（出展企業数４０程度）

（４）秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム運営事業

秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアムの各種活動を推進し、産学官が連

携してデジタル技術の活用による地域課題の解決や県内産業の振興を図る。

・主な活動 総会、運営委員会、セミナー等の開催

３ 予算額

１２，９８５千円（ ３００千円、 １２，６８５千円）

：東北情報通信懇談会からの補助（秋田ＩＣＴフェア開催事業）

（１）ＤＸ推進アドバイザー活用事業 ５，４０７千円

報償費 ２，７４０千円

旅費、需用費 １，１６７千円

役務費 １，５００千円

（２）高齢者向け「デジタル生活」わくわく体験事業 ５，０３６千円

旅費、需用費 ４４６千円

委託料 ４，０６５千円

使用料及び賃借料 ５２５千円

※委託料内訳

・操作体験会運営等 ３，０５０千円

・人材育成研修業務運営等 １，０１５千円

（３）秋田ＩＣＴフェア開催事業 １，９６４千円

委託料 １，９６４千円

※委託料内訳

・企画、運営、広報等 １，９６４千円

（４）秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム運営事業 ５７８千円

旅費 ３８５千円

報償費、使用料及び賃借料等 １９３千円
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Ｔ
活

用
に

よ
る

遠
隔

監
視

・
点

検
作

業
シ

ス
テ

ム
の

展
開

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

産
業

の
基

盤
強

化
、

新
た

な
ビ

ジ
ネ

ス
の

創
出

支
援

、
デ

ジ
タ

ル
人

材
の

育
成

・
確

保
 

等

Ｉ
Ｃ

Ｔ
活

用
に

よ
る

地
域

交
通

の
利

便
性

向
上

、
遠

隔
医

療
・

在
宅

医
療

、
ワ

ー
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
推

進
、

デ
ー

タ
活

用
に

よ
る

環
境

保
全

の
推

進
・

就
職

マ
ッ

チ
ン

グ
促

進
、

県
民

向
け

の
デ

ジ
タ

ル
技

術
の

普
及

啓
発

 
等

新 秋 田 元 気 創 造 プ ラ ン が 目 指 す 姿 の 実 現

国
の
施
策
等
へ
の
対
応

デ
ジ

タ
ル

化
 

 
の

段
階

取
組

分
野

各
分

野
の

取
組

を
推

進
す

る
環

境
づ

く
り

産
学

官
連

携
に

よ
る

Ｄ
Ｘ

普
及

啓
発

、
情

報
通

信
基

盤
の

整
備

促
進

、
５

G
／

ロ
ー

カ
ル

５
G

の
導

入
促

進
、

デ
ー

タ
流

通
・

活
用

環
境

の
整

備
、

デ
ジ

タ
ル

人
材

の
育

成
 

等

推
進

の
三

つ
の

柱

【
行

政
】

デ
ジ

タ
ル

・
ガ

バ
メ

ン
ト

の
推

進
 

行
政

手
続

き
に

ユ
ー

ザ
ー

視
点

を
入

れ
、

県
民

 
の

利
便

性
向

上
や

事
務

の
効

率
化

を
図

る
。

【
産

業
】

県
内

産
業

の
Ｄ

Ｘ
の

推
進

 
県

内
産

業
の

競
争

力
強

化
に

向
け

た
デ

ジ
タ

ル
 

技
術

の
利

活
用

・
Ｄ

Ｘ
を

推
進

す
る

。

【
地

域
】

デ
ジ

タ
ル

技
術

に
よ

る
地

域
課

題
解

決
 

医
療

、
交

通
、

教
育

を
は

じ
め

県
民

生
活

の
様

々
な

 
分

野
で

デ
ジ

タ
ル

化
に

よ
る

課
題

解
決

を
図

る
。

推
進
の
三
つ
の
柱

計
画
の
理
念

 推
進
期
間

R４
～

R７
年

度
（

４
年

間
）

取
組
の
概
要

推
進
の
視
点

新
た

な
価

値
の

創
造

安
全

・
安

心
多

様
性

オ
ー

プ
ン

・
透

明
顧

客
視

点
社

会
課

題
の

解
決

継
続

・
安

定
・

強
靱

「
デ

ジ
タ

ル
社

会
の

実
現

に
向

け
た

基
本

方
針

」
（

R2
.1

2.
25

 閣
議

決
定

）
を

踏
ま

え
、

以
下

の
視

点
に

留
意

し
て

計
画

を
推

進
す

る
。

 
推
進
体
制

秋
田

県
ﾃﾞ

ｼﾞ
ﾀﾙ

･ﾄ
ﾗﾝ

ｽﾌ
ｫｰ

ﾒｰ
ｼｮ

ﾝ(
D

X
)戦

略
本

部
秋

田
デ

ジ
タ

ル
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

推
進

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム

- 9 -



南米秋田県人会担い手育成事業について（新規）

国際課

１ 目的

本県と南米との架け橋となる人材を育成するため、南米の秋田県人会の若手会員を

対象に、本県の伝統文化等に関するリモート講座等を実施し、交流を図る。

２ 内容

民謡、伝統芸能、食文化等をテーマとするリモート講座を実施するとともに、講座

の振り返りや成果発表などによるフォローアップを行う。

・対象者 ブラジル秋田県人会の若手会員（２０～４０代）

・人 数 １０名程度

・時 期 令和３年１０月～令和４年１月

・回 数 ８回

３ 予算額

３，５９４千円（ ３，５９４千円）

：中南米日系社会と国内自治体との連携促進事業費

報償費、需用費等 ５３２千円

委託料 ３，０６２千円

※委託料内訳

・謝金、旅費 ７７０千円

・会場使用料 １２０千円

・運営管理費等 ２，１７２千円

【参考】南米秋田県人会の会員数（令和3年3月現在）

国名 団体名 会員数 国名 団体名 会員数

ブラジル ブラジル秋田県人会 177 パラグアイ ピラポ秋田県人会 12

アマゾン地域秋田県人会 59 イグアス秋田県人会 6

ブラジリア秋田県人会 6 アマンバイ秋田県人会 7

アルゼンチン 在亜秋田千秋会 260
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「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を

改正する条例案」について（議案第１４２号）

市町村課

１ 改正理由

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和元年法律第６３号）による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）の一部改正に伴い、所要

の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

引用している医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の条項を改めることとする。（別表第８５第１８号関係）

３ 施行期日

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

等の一部を改正する法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（令和３年８月１

日）から施行することとする。
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市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

経

由

事

務

対
象
市
町
村

経

由

事

務

対
象
市
町
村

一
～
十
七

略

略

一
～
十
七

略

略

十
八

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

保
健
所
を
設

十
八

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

保
健
所
を
設

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

置
す
る
市

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

置
す
る
市

法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

」
と
い
う
。
）
、
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

」
と
い
う
。
）
、
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
八
条
の

（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
、
薬
事
法
の

こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
、
薬
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十

整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十

一
年
政
令
第
二
号
）
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規

一
年
政
令
第
二
号
）
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
令
（
以
下
こ
の

同
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
令
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
、
医
薬
品
、
医

号
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
、
医
薬
品
、
医

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省

令
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

令
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

う
。
）
、
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

う
。
）
、
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
附

省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
附

則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
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を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬

事
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
省
令

事
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
省
令

」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基

」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠
～
㈨

略

㈠
～
㈨

略

㈩

法
第
三
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

㈩

法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
卸
売
販
売
業
の
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
の
兼
務

る
卸
売
販
売
業
の
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
の
兼
務

の
許
可
の
申
請
の
受
理

の
許
可
の
申
請
の
受
理

～

略

～

略

法
第
四
十
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

法
第
四
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
の

医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
の

受
理

受
理

～

略

～

略

十
九
～
二
十
八

略

略

十
九
～
二
十
八

略

略
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